
過誤申立（取下）依頼について  案内 

 

１．過誤申立（取下）の対象となるもの 

    国民健康保険団体連合会（以下、国保連）の請求が通っている介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費 

※請求をした月と同じ月には過誤申し立てはできません。 

※介護給付費明細書が国保連から返戻になった場合は、再請求時に正しい請求内容で請求していれば、提出の必要はありません。 

（例）令和7年3月利用分を4月に請求してすぐに誤りに気づき4月15日に過誤申し立てをする→×  

令和7年3月利用分を4月に請求し、5月になって返戻にならなかったことを確認後、5月以降に過誤申し立てをする→○ 

 

２．提出書類 

    介護給付費過誤申立（取下）依頼書 

介護給付費と介護予防・日常生活支援総合事業費を同時に過誤取下げする場合は、介護給付費と介護予防・日常生活

支援総合事業費の過誤申立（取下）は別々の依頼書でご提出ください。 

 

３．受付締め切り日  毎月１５日 必着（１５日が土日祝日の場合はその直前の区役所開庁日） 

 

４．提出方法  郵送・電子申請または中野区役所高齢者総合窓口へ持参  ※ ＦＡＸ不可 

 

 ○ 様式コード 【介護給付費の場合】 

 

様式コード サ ー ビ ス 種 類 

１０ 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハ、福祉用具貸与、夜

間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護 

１１ 

介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハ、介護予防居宅療養管

理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハ、介護予防福祉用具貸与、介護予防認知症対応型通所介護、

介護予防小規模多機能型居宅介護 

２１ 短期入所生活介護 

２４ 介護予防短期入所生活介護 

２２ 短期入所療養介護（介護老人保健施設） 

２５ 介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設） 

２A 短期入所療養介護（介護医療院） 

２B 介護予防短期入所療養介護（介護医療院） 

２３ 短期入所療養介護（介護療養型医療施設等） 

２６ 介護予防短期入所療養介護（介護療養型医療施設等） 

３０ 認知症対応型共同生活介護（短期利用以外） 

３１ 介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用以外） 

３２ 特定施設入居者生活介護（短期利用以外）・地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用以外） 

３３ 介護予防特定施設入居者生活介護 

３４ 認知症対応型共同生活介護（短期利用） 

３５ 介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用） 

３６ 特定施設入居者生活介護（短期利用）・地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用） 

４０ 居宅介護支援（計画費） 

４１ 介護予防支援（計画費） 

５０ 介護老人福祉施設サービス・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

６０ 介護老人保健施設サービス 

６１ 介護医療院サービス 

７０ 介護療養施設サービス 



○ 様式コード 【介護予防・日常生活支援総合事業費の場合】 

 

※ 様式コード２０ 介護予防ケアマネジメントの過誤申立は、こちらでは受付できませんのでご注意ください。 

 

 

○ 申立理由コード  【介護給付費/介護予防・日常生活支援総合事業費 共通】 

 

 

【問い合わせ先】 

〒１６４－８５０１ 中野区中野４－１１－１９  

中野区介護保険課 介護給付係  電話：０３－３２２８－６５３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式コード サ ー ビ ス 種 類 

１０ 

訪問型サービス（みなし）、訪問型サービス（独自）、 

訪問型サービス（独自/定率）訪問型サービス（独自/定額） 

通所型サービス（みなし）、通所型サービス（独自）、 

通所型サービス（独自/定率）、通所型サービス（独自/定額） 

その他生活支援サービス（配食/定率）、その他生活支援サービス（配食/定額） 

その他生活支援サービス（見守り/定率）、その他生活支援サービス（見守り/定額） 

その他生活支援サービス（その他/定率）、その他生活支援サービス（その他/定額） 

申立理由コード 申 立 事 由 

０１ 台帳誤り修正による保険者申立の過誤調整 

０２ 事業所の請求誤りによる実績の取下げ(通常) 

１２ 事業所の請求誤りによる実績の取下げ(同月) 

４３ 適正化（ケアプラン点検）による保険者申立の過誤取下げ 

４５ 適正化（医療突合）による保険者申立の過誤取下げ 

４６ 適正化（縦覧点検）による保険者申立の過誤取下げ 

４７ 適正化（給付実績を活用した情報提供）による保険者申立の過誤取下げ 

４９ 適正化（その他）による保険者申立の過誤取下げ（同月） 

４A 適正化（ケアプラン点検）による保険者申立の過誤取下げ（同月） 

４C 適正化（医療突合）による保険者申立の過誤取下げ（同月） 

４E 適正化（給付実績を活用した情報提供）による保険者申立の過誤取下げ（同月） 

５２ 適正化（その他）による公費負担者申立の過誤取下げ 

９９ その他の事由による実績の取下げ 


